
４　職員の手当の状況

 (1)期末手当・勤勉手当

千円　

（２７年度支給割合） （２７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

・ 管理職加算 15～25％ ・ 管理職加算 10～25％

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参 考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（2）退職手当（平成２８年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 早期退職募集制度

（2～20％加算） （2～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）な　　　　し )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3)地域手当

 　（平成２８年４月１日現在）

千円

　　円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ － ％

（注）１　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

 　　 ２　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　 地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数 × （１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出）

17.68

上記以外の市町村 0 0

平　均　支　給　率 16.57

100.8

（100.8）

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

長崎市 13.0 3.0

東京都特別区 3218.5 20.0

大阪市 815.5 16.0

支給対象地域 支給対象職員数支給率 国の制度（支給率）

49.59 49.59 49.59

福岡市 610.0 10.0

支給実績（２７年度決算） 67,550

支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 785,465

熊　　本　　県 国

（支給率）　　　　　　　　　　　　自己都合　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合　　　応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

(1.45) (0.75) (1.45) (0.75)

ロ　人事評価を実施していない

国

１人当たり平均支給額（２７年度） －

1,692

2.60 1.60 2.60 1.60

平成28年中における運用

イ　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

標準に加え、上位の成績率も適用

熊　　本　　県

標準に加え、下位の成績率も適用

標準の成績率のみ適用

49.59

5,282 22,978

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

○

○

○

熊本県 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

○ ○

○

○

○



 (4)特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

１3　と畜検査等手当 と畜検査員又は食鳥検査員
獣畜又は食鳥のと殺又
は解体に係る検査業務
に従事したとき

139千円 日額　300円

１4　夜間看護手当
こども総合療育センターの病
棟に勤務する看護師又は准
看護師

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜において行われる
看護の業務に従事した
とき

5,600千円
１回につき
　　　2,000円～6,800円

１１　訓練教育手当

職業能力開発校又は職業能
力開発短期大学校に勤務す
る職業訓練指導員、農業大
学校に勤務する職員

職業訓練業務、研修教
育業務、教育訓練業務
に従事したとき

10,675千円 日額　1,200円

１２　速記手当
熊本県議会事務局に勤務す
る職員

速記業務に従事したと
き

千円 日額　700円

９　種雄牛馬取扱作業
　　手当

農業研究センター又は広域
本部に勤務する職員

種雄牛、種雄馬又は種
雄豚について自然交配
若しくは精液採取の作
業又は制御作業に従事
したとき

800千円 日額　230円

１０　舎監兼務手当

本来の勤務のほか舎監とし
てその附属寄宿舎における
入所生の指導及び監督並び
に当該寄宿舎の管理の業務
に従事する職員

本来の勤務のほか舎監
としてその附属寄宿舎
における入所生の指導
及び監督並びに当該寄
宿舎の管理の業務に従
事したとき

千円
日額　100円又は300円

７　精神保健指定医等
　　従事手当

精神保健指定医である職員
等

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律又
は麻薬及び向精神薬取
締法の規定に基づく診
察、診察の立ち会い、
移送等に従事したとき

43千円 日額　290円

８　有害薬品等取扱
　　作業手当

有害薬品等による化学的試
験に従事する職員又は病害
虫防除作業に従事する職員

有害薬品等による化学
的試験又は病害虫防除
作業に従事したとき

771千円 日額　290円

５　福祉業務手当 福祉事務所に勤務する職員
福祉に関する現業業務
に従事したとき

3,200千円 日額　600円

６　潜水手当
　　第１８号作業

・水産研究センターに勤務する職員
・警察本部の課長補佐及びこれに相
当する職以下の職にある警察官又は
警察官以外の職員
・苓洋高等学校所管の船舶に乗り込
む船員

潜水器具を着用して行
う潜水作業に従事したと
き

34千円

１時間あたり
　　　２０メートルまで310円
　　　３０メートルまで780円
　　　３０メートル超1,500円

３　放射線取扱作業手当
放射線取扱作業に従事する
職員

エックス線その他の放
射線を照射する作業に
従事したとき

215千円

診療放射線技師等
　　　　　日額　　　350円
作業介助者
　　　　　日額　　　230円

４　漁ろう手当
苓洋高等学校所管の船舶に
乗り込む船員

漁ろうに従事したとき 1,998千円

・漁ろうに従事したとき
　１航海の水揚げ総額から販
　売に要する諸経費の額を控
　除して得た額の２割の範囲
　内で支給
・漁ろう実習に従事したとき
　　　　　日額　　2,500円

１　税務手当
広域本部又は自動車税事務
所に勤務する職員

県税の賦課又は徴収に
従事したとき

42,595千円
月額　20,000円
日額　  1,000円

２　感染症防疫作業手当
感染症又は家畜伝染病の防
疫に従事する職員

感染症又は家畜伝染病
の防疫に従事したとき

6千円 日額　290円～760円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２７年度） 38.5

手当の種類（手当数） 58種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

(H27年度決算）
左記職員に対する支給単価

支給実績（２７年度決算） 1,194,545

支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 130,382



２３　結核患者等訪問
      指導手当

保健所に勤務する職員

・感染症の予防及び感
染症の患者に対する医
療に関する法律の規定
に基づき、結核登録票
に登録されている者の
家庭を訪問し、必要な
指導を行ったとき
・精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律
の規定に基づき、精神
障害者を訪問し、精神
保健及び精神障害者の
福祉に関する指導を
行ったとき

152千円 日額　230円

２１　し尿処理施設検査
　　　等従事手当

環境保全課若しくは保健所
に勤務する環境衛生指導員
又は環境保全課、保健環境
科学研究所若しくは保健所
で公害関係業務に従事する
職員

し尿処理施設の機能及
び処理装置の検査の業
務、家畜のふん尿に係
る公害を防止するため、
施設等に立ち入って行
う検査及び調査の業務
に従事したとき

10千円 日額　230円

２２　い草取扱作業手当
農業研究センターに勤務す
る職員

染土附着後のい草を乾
燥機により乾燥する作
業、貯蔵庫内における
い草の搬入搬出作業、
い草の選別作業に従事
したとき

113千円 日額　220円

１９　航空機とう乗作業
      手当
　　　第２１号作業

・災害被害状況調査業務並
びに防災消防業務及び当該
業務に関する訓練業務に従
事する職員
・全警察職員

航空機にとう乗して業務
に従事したとき

3,062千円

１時間あたり　1,900円
（警察職員は
　　整備士　　2,200円
　　その他　　1,900円）

２０　衛生検査業務
　　　従事手当

保健所又はこども総合療育
センターに勤務する臨床検
査技師及び衛生検査技師

臨床検査技師等に関す
る法律に規定する検査
業務に従事したとき

215千円 日額　290円

１7　特殊現場作業手当
　　　第２８号作業

①坑内作業に従事する職員
②建築物、橋りょう、港湾等
の工事で、測量、指導、監督
及び検査に従事する職員並
びに衛生又は公害に関する
調査及び検査に従事する職
員
③橋りょう、港湾等の工事
で、測量、指導、監督及び検
査に従事する職員
④かんがい排水事業におけ
る隧道工事、橋脚の潜函工
事等に従事する職員
⑤土木技術の職員のうち、①
～④以外の作業又は工事の
測量、指導、監督及び検査
に従事する職員
⑥総務部及び広域本部に勤
務する職員
⑦農業に関する試験研究機
関又は農業大学校に勤務す
る職員
⑧ダム管理所に勤務する職
員
⑨警察本部の課長補佐及び
これに相当する職以下の職
にある警察官又は警察官以
外の職員

①トンネル及びたて坑
の坑内で行う作業に従
事したとき
②地上又は水面上10
メートル以上の足場の
不安定な箇所で行う作
業に従事したとき
③水面下4メートル以上
の深所で行う作業に従
事したとき
④圧搾空気内で行う作
業に従事したとき
⑤別に知事が定める業
務に従事したとき
⑥火薬類又は高圧ガス
の製造施設の災害調査
に従事したとき
⑦ガラスハウス等内で１
日につき２時間以上の
作物の栽培管理又は生
育調査の作業に従事し
たとき　　　　⑧大雤、
雷、強風等の悪天候下
の屋外における機械設
備の点検及び整備の作
業に従事したとき
⑨工事の測量、指導、
監督又は検査の作業に
従事したとき

812千円

①　日額　560円

②　日額　220円又は320円

③　日額　220円

④　日額　210円～1,000円

⑤　日額　400円

⑥　日額　750円

⑦　日額　300円
　
⑧  日額　150円

⑨　高所における作業
　　　日額　220円又は320円
　　 道路上における作業
　　　日額　400円

１８　漁業取締手当 漁業取締に従事する職員

海上において、被疑者
の追跡、立入検査又は
取調べの業務に従事し
たとき

172千円 日額　550円

１5　用地交渉従事手当
　　　第１４号作業

・公共事業の施行に伴う用地
の取得又は物件移転に係る
補償の業務等に従事する職
員
・全警察職員

直接用地交渉に従事し
たとき

1,789千円
日額　700円
　（夜間　1,000円）

１6　消防訓練従事手当
消防職員及び消防団員の訓
練指導にもっぱら従事する
職員

レンジャー訓練、油火
災消火訓練、中・高層
建築物における避難救
助訓練に従事したとき

53千円 日額　720円



３４　教員特殊業務手当

３６　教育業務連絡指導
　　　手当

管理運営の基本的事項につ
いて定めた規則に規定する
主任等で困難な職務を担当
する教諭又は養護教諭

管理運営の基本的事項
について定めた規則に
規定する主任等で困難
な職務を担当するとき

127,925千円 １日につき　200円

学校の管理下において行う
非常災害時等の緊急業務、
修学旅行等において児童又
は生徒を引率して行う指導
業務で泊を伴うもの等に従事
する職員

学校の管理下において
行う非常災害時等の緊
急業務、修学旅行等に
おいて児童又は生徒を
引率して行う指導業務
で泊を伴うもの等に従
事するとき

629,074千円 １日につき　1,100円～6,400円

３５　多学年学級担当
　　　手当

２以上の学年の児童又は生
徒で編成されている学級を
担当する教諭又は講師

当該学級における授業
又は指導に従事したと
き

7,408千円
１日につき
　２複式学級　290円
　３複式学級　350円

３３　農業水産管理手当

農業及び水産増殖に関する
学科の実習に係る施設又は
設備の維持管理の業務に従
事した職員

農業及び水産増殖に関
する学科の実習に係る
施設又は設備の維持管
理の業務に従事したと
き

4,310千円
日額
　５時間未満　1,700円
　５時間以上　3,400円

３２　学力検査手当

高等学校入学学力検査問題
の作成若しくは採点又は調
査書その他必要な書類によ
る判定資料の作成を行った
職員

高等学校入学学力検査
問題の作成若しくは採
点又は調査書その他必
要な書類による判定資
料の作成を行ったとき

2,683千円 １時間につき300円

３１　面接指導手当
通信教育において面接して
指導を行った職員

通信教育において面接
して指導を行ったとき

千円 １時間につき1,600円

２９　昼夜間兼務手当
所定の時間数を超えて夜間
に授業若しくはその補助又
は養護を行った職員

所定の時間数を超えて
夜間に授業若しくはそ
の補助又は養護を行っ
たとき

千円 1時間につき　1,500円

３０　夜勤手当
家畜の分娩、水産実習のた
め夜間に勤務した職員

家畜の分娩、水産実習
のため夜間に勤務した
とき

16千円
1夜につき
　5時間未満　1,700円
　5時間以上　3,400円

２７　公共土木施設災害
　　　応急作業手当

農林水産部及び土木部並び
に地域振興局、熊本土木事
務所、ダム管理所及び港管
理事務所に勤務する職員

異常な自然現象により
重大な災害が発生し、
若しくは発生するおそ
れがある河川の堤防等
において行う巡回監
視、応急作業若しくは
応急作業のための災害
状況の調査に従事した
とき

9千円 日額　480円又は730円

２８　夜間定時制勤務
　　　手当

夜間の定時制課程に係る業
務に従事する職員

正規の勤務時間内にお
いて行われる業務に午
後５時以降において２
時間以上従事したとき

375千円 １日につき　130円

２５　植物検疫防除手当
病害虫防除所に勤務する職
員

植物検疫法に規定す
る、検疫に関する事務、
市町村、農業者又はそ
の組織する団体が行う
防除に対する指導及び
協力に関する事務、発
生予察事業に関する事
務等に従事したとき

1,048千円 給料月額の6/100の額

２６　小型船舶海上作業
　　　手当

水産技術の職員及び公害関
係の職員

総トン数5トン未満の船
舶又は舟を使用して、
試験研究等に係り船上
での測定、計量等の作
業及びこれに付随する
作業に従事したとき

77千円 日額　220円

２４　狂犬病防疫作業
　　　手当

保健所に勤務する職員

狂犬病予防法に規定す
る予防注射、犬の抑
留、死体の引き取り、犬
の一斉検診又は臨時の
予防注射、病性鑑定の
ための措置、けい留さ
れていない犬の抑留又
は薬殺を行ったとき

48千円 日額　360円



５２　第２４号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

遠隔地水上警戒作業、
船舶警ら等作業に従事
したとき

37千円

遠隔地水上警戒作業
　　1日につき　1,100円
船舶警ら等作業
　　１日につき　220円

５３　第２５号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

緊急夜間作業に従事し
たとき

3,150千円 １回につき　1,240円

５０　第２０号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員（航空機操縦作業に
ついては、全警察職員）

航空機操縦作業、航空
機整備作業に従事した
とき

3,653千円

航空機操縦作業
　１時間につき　   5,100円
航空機整備作業
　整備士
　　　１日につき　　1,410円

５１　第２２号作業 全警察職員
航空機とう乗危険作業
に従事したとき

38千円

操縦士
　　１時間につき　760円
整備士
　　１時間につき　660円
その他の警察職員
　　１時間につき　570円

４８　第１７号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

爆発物処理作業、火薬
類等製造施設災害調査
作業に従事したとき

千円

爆発物処理作業
　　１回につき　5,200円
火薬類等製造施設災害調査作業
　　１日につき750円

４９　第１９号作業 全警察職員
災害警備等作業、救難
救助作業、救難救助訓
練作業に従事したとき

24千円

災害警備等作業
　１日につき　840円～1,680円
救難救助作業
　１日につき　840円～1,680円
救難救助訓練作業
　１日につき　400円

４６　第１３号作業 全警察職員
感染症死体処理作業及
び死体処理作業に従事
したとき

33,208千円 １体につき　1,600円～3,490円

４７　第１５号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

正規の勤務時間による
勤務の全部又は一部が
夜間において行われる
業務に従事したとき

83,026千円 １回につき　730円

４４　第１０号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

感染症被留置者護送作
業及び被留置者護送作
業に従事したとき

3,515千円

感染症被留置者護送作業
　　１日につき　２９０円
その他護送作業
　　１日につき　２００円

４５　第１１号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

警ら作業（船舶に乗り組
んで行う作業を除く。）
に従事したとき

52,262千円 １日につき　340円

４３　第９号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

感染症被留置者看守作
業及び被留置者看守作
業に従事したとき

6,326千円

感染症被留置者看守作業
　　１日につき　２９０円
その他看守作業
　　１日につき　２４０円

４２　第８号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

白バイ運転作業に従事
したとき

1,649千円 １日につき　560円

４１　第６号作業 全警察職員
特殊危険物質又はその
疑いのある物質の処理
作業等に従事したとき

千円 １日につき　250円～4,600円

３９　第３号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

無線自動車運転作業に
従事したとき

21,961千円 １日につき　420円

４０　第５号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

交通捜査作業及び交通
整理作業に従事したと
き

31,422千円

交通捜査作業
  １日につき　高速隊　８４０円
                   その他　５６０円
交通整理作業
　１日につき　高速隊　４６０円
　　　　 　　　　 その他　３１０円

３７　第１号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

主として私服員の従事
する犯罪の予防及び捜
査並びに被疑者逮捕の
作業に従事したとき

96,797千円 １日につき　560円

３８　第２号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

犯罪鑑識作業に従事し
たとき

6,064千円

犯罪現場
　　１日につき　560円
犯罪現場以外
　　１日につき　280円



 (5)時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度決算）」と同じ年度の４月１日現在

　　　　の総職員数（管理職員、教職職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時

　　　　間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ７ 年 度 決 算 ） 133

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 2,924,249

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 132

58　東日本大震災関連
　　 作業手当

全警察職員
東日本大震災に対処す
るため、設定された区域
での作業に従事したとき

5,510千円

福島第１原子力発電所の敷地内
　１日につき　3,300円～40,000円
警戒区域
　１日につき　1,330円～6,600円
帰還困難区域
　１日につき　1,330円～6,600円
居住制限区域
　１日につき　660円～3,300円
計画的避難区域
　１日につき　1,000円～5,000円

支 給 実 績 （ ２ ７ 年 度 決 算 ） 2,921,459

５６　道路上作業手当
広域本部地域振興局に勤務
する職員

道路の維持補修等の作
業に従事したとき

83千円 １日につき　100円又は150円

５７　特殊自動車運転
　　　業務手当

農業に関する試験研究機関
又は農業大学校に勤務する
職員

起伏のある傾斜地にお
ける農耕トラクタの運転
業務及びシャベルロー
ダの運転業務に従事し
たとき

102千円 日額　240円

５４　第２６号作業 全警察職員
身辺警護等作業に従事
したとき

291千円 １日につき　640円～1,150円

５５　第２７号作業

警察本部の課長補佐及びこ
れに相当する職以下の職に
ある警察官又は警察官以外
の職員

銃器等を使用している
犯罪現場における犯人
の逮捕等作業及び暴力
団等から危害を加えら
れるおそれがある者の
警戒作業に従事したと
き

千円 １日につき　820円～1,640円



（６）その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

147,428

１２　住居手当
居住するための住宅を借り
受けている職員に対して
27,000円以内を支給

同じ － 1,635,193 千円 291,669

１１　夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日の午前5時まで
の間に勤務する職員に対し
て勤務1時間当たりの給与額
に25/100を乗じて得た額を
支給

同じ － 199,913 千円

208,046

１０　休日勤務手当

休日等において正規の勤務
時間中に勤務を命じられた
職員に対して勤務1時間当た
りの給与額に135/100を乗じ
て得た額を支給

同じ － 579,405 千円 314,552

９　産業教育手当

農業、水産又は工業の産業
教育に関する課程を置く県
立学校の職員で、実習を伴う
これらの課程の科目を担当
する職員に対して給料の6%
以内を支給

117,484 千円

246,685

８　定時制通信
　　教育手当

定時制、通信制の課程を置
く県立学校の職員に対して
給料の6%以内を支給

36,289 千円 237,146

７　へき地手当
（これに準ずる手当を含
む）

・へき地学校等に勤務する職
員に対して給料等の20%以
内を支給
・異動に伴って転居した場合
に3年以内の期間、勤務年数
に応じて給料等の４%以内を
支給

121,146 千円

1,644,415

６　農林漁業普及
　　指導手当

農業、林業又は水産業の普
及事業に従事する常勤の職
員に対して給料の８%以内を
支給

71,528 千円 350,627

５　初任給調整手当
欠員補充が困難である医師
等に対して413,300円以内を
支給

同じ － 134,842 千円

110,059

４　宿日直手当

宿直勤務又は日直勤務を命
じられた職員に対して、医師
等20,000円/回、その他
4,200円～7,200円/回を支給

同じ － 588,568 千円 282,792

３　通勤手当

・交通機関を利用する職員
に対して運賃額55,000円ま
では全額、それを超える部分
については1/2を加算額とし
て支給
・交通用具を利用している職
員に対して距離区分に応じ
て2,000円～42,800円を支給

異なる

通勤の実態
に対応し、交
通機関利用
者の全額支
給上限並び
に交通用具
利用者の距
離区分及び
手当額

2,265,407 千円

241,123

２　管理職手当
管理・監督の地位にある職員
に対して130,300円以内を支
給

同じ － 1,366,565 千円 694,393

１　扶養手当

扶養親族のある職員に対し
て支給
　配偶者　13,000円
　その他　 6,500円

同じ － 2,806,815 千円

（２７年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （２７年度決算） 平均支給年額

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり



円

円

円

円

円

円

円0
１９　災害派遣手当
（武力攻撃災害等派遣
手当を含む）

災害応急対策又は災害復旧
のため、住所又は居所を離
れて本県の区域に滞在する
ことを要する場合に3,970円
～6,620円を支給

0 千円

428

１８　任期付研究員
　　　業績手当

特に顕著な研究業績を挙げ
たと認められる任期付職員に
対して給料月額相当額を支
給

同じ － 0 千円 0

１７　特定任期付
　　　職員業績手当

特に顕著な業績を挙げたと
認められる特定任期付職員
に対して給料月額相当額を
支給

同じ － 428 千円

管理職手当支給対象職員が
臨時又は緊急の必要等によ
り、週休日等に勤務した場
合、12,000円/回以内を、週
休日等以外の日の午前０時
～午前5時までの間に勤務し
た場合、6,000円/回を支給

同じ － 18,188 千円 239,316

１５　単身赴任手当

異動等に伴い転居し、やむ
を得ない事情により同居して
いた配偶者と別居し、単身で
生活する職員に対して基本
額30,000円、距離区分に応
じて4,000円～58,000円を加
算した額を支給

同じ － 246,376 千円 454,568

１６　管理職員
　　　特別勤務手当

275,214

１４　義務教育等
　　　教員特別手当

小学校、中学校、盲学校、聾
学校又は養護学校の小学部
若しくは中学部に勤務する
職員に対して20,200円以内
を支給

同じ － 966,623 千円 68,693

１３　特地勤務手当
（これに準ずる手当を含
む）

・離島その他の生活の著しく
不便な地に所在する公署に
勤務する職員に対して給料
等の25%以内を支給
・異動等に伴って転居した場
合に3年以内の期間、勤務年
数に応じて給料等の6%以内
を支給

同じ － 7,706 千円


